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はじめに

学校内でぞt起する生徒の問題行動lζ対処する万策のーっとして，また学校における教育効果を高

める手段のーっとして，家庭と学校との協力，あるいは父母と教師との連携が重視され，近年ます

ます強く提起されてきている。それは例えば，最近では， !臨時教育審議会の第二次答申(昭和61年
(1) (2) 

4月) や教育課程審議会の仁IJ[閉まとめ(昭和61年10月) において見ることができる。

こうした傾向は，日本lζ限らず，欧米の先進諸国においても見られ 父母の学校経営参加，教育行
(3) 

政参加などの形をとって現われている。とりわけ西ドイツでは，父母の学校経営参加が法制化され

てきており，この点で西ドイツは，最も先進的な体制を整え，運用している屈のーっとして挙げ、る

ことができる。また，西ドイツにおける父母の学校経営参加の経験は，日本における家庭と学校と

の協力を模索していく上で，重要な示唆を与えてくれると思われる。そこで本稿では，西ドイツに

おける父母ーの学校経営参加に関する最近の文献を紹介することで，その現状や問題点をうかがうこ

とにする。

乙こで取り上げるのはrF学校参加法に関する経験報告d (Erfahrungsbericht zum Schulmit-

wirkungsgesetz )と越する報告書であり，これは西ドイツの/ノレトライン・ヴェストファーレン

州において胞行されている「学校参加法Jの施行状況やその成果に基づく参加の経験をまとめた

報告である。乙れには主として 「学校参加法Jが施行されて 5年が経過した時点での|司法に対す

る評価とi司法施行上の問題点がまとめられている。したがって本報告書は，西ドイツにおける父母

の学校経営参加の実情を知る上で，きわめて貴重な資料であると言える。

本稿の構成としては，まず最初]1C，西ドイツにおける父母の学校経営参加の動向を確認し，ノノレ

トライン・ヴェストファーレンナけ における「学校参加法jの主な規定や内容を概観した後IC.，本報

告書の概要を紹介し，最後に本報告書についての筆者の評価を述べることにする。なお本稿では，

あくまでも報告書の紹介を主としたので 内容について筆者のコメント等は行なわなかった。

I 西ドイツにおける父母の学校経営参加

1. 西ドイツにおける父母の学校経営参加の動向

西ドイツにおける父母の学校経営参加の歴史は，制度的には， 1918年にプロイセンで「父母評議
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会J (Elt ernbei rat )が故初 l乙組織されたことを起点として，約70:ir:Iζ も及んでいる。その1M']， 

ナチス政権下での10年ほどは，ri2((J fζ著しく後退したものの，戦後になると，ボン基本法の第 6条

第一 2J向乙「一子供の育成および教育はコ Itlij殺の自然のtal手1]であり，かつ，何よりも先ずItIj]fi¥i I乙諜せら
(4) 

れている義務である」 という条項が規定され，父母ーの学校経営参加への契機が法的に保障される

ことになった。その後 各州において上.j己の別定lζ広づいた父はーの学校経営参加に関する法律がし

た'l¥ 1ζ制定され，参加mlJI立が整備されていった。

1973 {Iミには， トイツ教育審議会(Deutschcr Bildu昭 srat)内の教育委H会(Bildungs-kommi何

回 ion)が!I教育制度における組織と包;即の改革ーについて，第 1部，教師，生徒，父i誌の@主性の

強化」という勧告を!:Uしコ乙れによって，父母の学校経営参加により一層の拍車がかけられた。こ

の勧告に基づいて 各州で父母.の学校経営参加に関する法律が新たに制定され，父母ーの参加権がよ

り一層強められたりした。そして現在では，すべてのナ刊において父母の学校経営参加に関する法的

規定が見られる。

ただし ，j刊によって参加1HIJ皮はきわめて多様であり，父母ーに認められている権利はj刊によってか
(5) 

なり災なっている。

また， ドイツ教育審議会教育委員会では，勧告をまとめる上で，意見の対立が表面化し，最終的

には参加に対する反対意見が少数意見として勧告に付加されたのである。つまり，父母ーの学校経営

参加は，何の問題もなく拡大されてきたというわけではなかったのである。

乙うした経過を経て，現在は，今後の進路を見極めるために，これまでの経験や成果を吟味して

いる時期であると言える。今後は これらの反省の上に立って，様々な修正がなされていくことと

思われる。

2. ノルトライン・ヴェストファーレンv'illの「学校参加法j

ノノレトライン・ヴェストファーレンナけでは，前述のドイツ教育審議会教育委員会の勧告に京づき，
(6) 

1977年12月131ミ11乙「学校参加法J (正式には「学校11ilJJ立における参加にi鳴する法律J)が，参

加に関する単独の法律として制定され 翌 1978年 8月 11ヨから州内すべての公立学校で施行され

た。この法律は，全文21条から成り，その主な内容は次l乙示すとおりである。

第 i条 参加] (M it wirkung )および参加権者 (Mitwirkungsberechtigte)

第 2条 参加の組織と妥当領域

第 3条参加!の限界

第 4条 学校 会議 (Schulkonferenz) 

第 5条学校会議の任務

第 6条教員会議(Lehrerkonf erenz ) 

第 7条 教科耳目会議(Fachkonferenz ) 

第 8条教員評議会(Lehrerra t ) 
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第 9条 級 会議(Klassenkonferenz ) 

第10条学校父母会(Schulpflegschaft ) 

第11条学級父母会(Klassenpflegschaft )，学年父母会(J ahrgangsst llfenpflegshaft ) 

第12条生徒 代 表*IJ(Scl込lervertret llng ) 

第13条校長(Schlllleiter ) 

11114条 特殊学校(S onderschulcn) ，特別な学校施設(besondere Einrichtungen des 

Schul wesens ) 

第15条 学校設置者への参加(Mitvvirkllng beim Schultrager ) 

第16条 文部大I~i への参}][] (M ihvirkllng beim K lllt usminister ) 

第17条被選挙権，構成員資格の喪失

第18条紹集，定足数，議決，参加

第19条胞行規HlJ

第20条法規定の変更

第21条施行

この内容を要約すると 以下のようになる。

参加には，次のような諸権利が含まれている。

① 決 定(Entscheidung ) ・・・会議において決議を行う

② 関 与(Beteiligung )一....意見を聞かれる(荘、閉権)，他の参加グノレープと紹談する

(審議・ f!j)言権)，提案や発議を行う(提案・発議権)

③情報(Inf ormat ion ) ート分な情報が与えられる

これらの権利は，参加権者である教師，父母，生徒によって行使される。ただし，これら 3mは，

参加権者，あるいは参加する会議によって，与えられている場合と与えられていない場合とがある。
(7) 

次l乙，教師，父母，生徒の参加組織は，図 1，ζ示すように構成されている。

学校会議

図1.教師、父母、生徒の参加i組織
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. j七bi] iJ.ミ定機関としての学校会議lζ は，教fiRi，生徒，父!辻，それぞれの代表が参加し，その構成n
~'Xは!1:.徒数によって児なる。また，それぞれの代表の比率は，教師代表が半数で，残りの半数を生

徒と父F]:の代表が占めている。 生徒代表と父u]:代表との比率は，学校段陪 [ζよって兇なる。

学校会議では， {fljえは①病j訟の時間的問幣および成績評価抗原f!ljの臨定，①正規授業以外の学校

行事の計画i，①教材の導入，貸与あるいは供与，④J受業参観ならびに父母而談日 lζ|認する規定，①

他の学校との協力，なとについて決定する。

・教師国有の協力機関としては，教は会議，教科別会議，学級教員会議， (又は学年教員会議)か

ある。教科別会議と学級教員会議にはそれぞれ父母代表，生徒代表が参}JIJできる。

-父母lilll有の協力機関としては，学級父母会，学年父liJ会，学校父母会がある。学級父母会と学年

父母会には，教師代表，生徒代表が参加できる。

・生徒!?司有の協力機関としては，生徒会がある。

「学校参加法jの主な内容を要約すると，以上のようになる。

1I IF学校参加法に関する経験報告J の概要

r学校参加法lζ関する経験報告」は， ] 983年lζ ノノレトライン・ヴェストファーレン州文部省か

ら出された報告書:である。その内容は以下のとおりである。

まえがき

序

A 法律の一般的な評価について

L 学校監督官庁や諸国体の態度表明の総括的結果

1 学校監督官庁

2 上部組織と教員団体

3 父母国体

4 地方自治体の上部団体

2 意見調査の総括的結果

B 全般的な参加問題

3. 参加者の参加態度

3. 11 参加可能性の実現

3. 12 参加関心の重点

3. 13 社会階層の問題点

3. 14 情報のn号越

3. ] 5 学校参加への教員の立場

3. 16 学校外の参加における障害

3. 2 参加のi埠害撤去への措置
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C.各部131JIこおける参加!の問題

4. 学校会議

5. 教此会議

6. 教科別会議

7 学級会議・学年会議

8 学級父jす:会・年:fj":::父liJ会

9. 教授内容のJ1!i択の隊長の参加

10. 1受業参iut

]1. 学校父母会

] 2. 走代表

] 3. Jft'&業教育学校

14. 特殊学校と特別学校施設における参加

]5 学校設活者と文部省への参加

] 6. 子続規定

D 結論

十IH迭 試行段階における学校参加一一父母，教師，生徒への意見調査の総活的結果一一

iliJ半においては， I学校参加法」が施行されて 5年が経過した時点における!司法に対する評価か

まとめられ，後半では参加にあたって生じる問題点がまとめられている。これらはし寸二れも，①学

校監督官)=J::の得た経験，②学校生徒に!羽与している諸団体の態度表明，③教師，生徒，父母lζ対し

てのJillW法ーによる意見調査の結果， Iこ基づいて作成されている。

それでは，報告書の内容を紹介していくことにする。

まず，はじめに学校監督官庁は，学校は「学校参加法Jの試行段階を終えたかのように円滑に運

包'されており，関係者は一般に i学校参加法Jを受け入れているようだととらえている。 例えは，

ミュンスターの学校Yl~E'1雪官庁は， I学校参加法は，学校関係者の欠くことのできない協力のために，

よい恭礎を見示している。」と述べている。ただし， I学校参加法jの効果は，関係者の真剣な取

り組みに依存しており，とりわけ校長や教師による支持に依存していると指摘している。また，1学

校参加法Jそれ自体が版業教育学校の特殊性を十分には考慮に入れていないことも指摘している。

次l乙，上部組織と教員団体は， I学校参加法J@体は適切であるとみなし，法制定の意I~を肯定

しているが，実施過程において官僚主義や完全主義へ偏ることを懸念する意見を出している。また，

i設業教育学校の教員団体からは，職業教育学校の領域における「学校参加法」自体が不適切である

ことを指摘する意見が出されている。

あい 1て，父I{j:団体では，学校参加法の施行によって父母に対しては，根本的l乙何も改善されなか

ったととらえている。 例えば，進歩的父母連盟 (PrugressiverElternverband )は， I学校参加

itJが l条文lζ提示されている目的をいまだ達成していない」という見解を示している。一般に父
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母国体は，父母に拒否権が認められる ζ と，参加機関における父母代表の関与-が高められること，

教育的な問題における父母の影響がより強く考癒される乙となどによって，父母の参加権が強化さ

れることを要求している。

また， J也万自治体の上部団体は， I学校参加1法Jf[対して一概にi'i定も否定もしていない。ただ

し部議会は， I学校参加i法jは職業教育学校の符11或ではj自切でないと指摘している。

以上のような諮問体の態度表明lζ続し 1て，意見?JiiiJ奇の結果が述べられている。意見淵在は，州、IF人j

280校の約 3000人の校長 教師代表 生徒代表，父母代表 lとたjして行なわれた。この調子fは，

校生活 lζ関与している諸国体と並び，応接の関係者である教師，生徒，父 t]:1ζ もれ;;~校参 1m法 J Iζ 

i犯する諸経験を匿名で表現する機会を与えることが目的であった。

調査結j誌についてまず全体として言える乙とは， I学校参加法Jfζ 対する ~;F{lllïは，校長や教n日i よ

りも，父母や生徒の方が高いということである。また，意見調査の結果は， I羽2~ 51ζ示すとおり

である。
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間5.校長と教sifiのRりH寺1st

1~12 と図 3 は，父母と生徒に対して 「学校参加法」が保証する参加の可能性lζ対する満足度を!i:¥1

うた結果を示している。 図 2では iーたいへん満足で‘ある」と II荷足である」との合計の割合を示

しており，各学校の満足度は，父母では48~ぢ(ギムナジウム)から 75% (特殊学校)までの間にあ
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り，生徒では34%(総合iHIJ学校)から84%(特殊学校)までの11¥]にある。また， rまあまあ満足で、

ある jという回答をも含めた各学校の満足度は， I~I 2が示すように，父母ーでは75%から88%までの

間にあり，生徒では66%から90%までの日立にある。

一万， I豆14 と [~l 5は，校長と教師に対して父母ーや住徒との協力への期待度を問うた結果を示して

いる。[玄14では， rかなり期待しているJと「まあまあ期待している jとの合計の割合を示してお

り，各学校の期待度は，校長ではほとんと40%以上であるのに対して，教師においては25%以下に

すぎない。ただし， r部分的に期待している j という回答を含めた各学校の期待度は，図 5が示す

ように，校長では60%(職業教育学校)から 100% (総合制学校)までのi誌にあり，教師では39%

(職業教育学校)から84%(基礎学校)までの間にある。

以上が抽出法による意見調査の結果を紹介している部分の概要である。また，この調査のより詳

しい結果ならびにその分析に関しては，本報告書とi司Il寺l乙作成された「試行段階における学校参加

一一父母，教師，生徒へのアンケートの評価 dl (ノノレトライン・ヴェストアァーレン州文部省，

1983 )にまとめられているので，これについては稿を改めて紹介したい。

続いて，参加における問題点についてまとめられている。まず，父母の関心という点では，生徒

の年齢が増すにつれて，父母の参加への関心が減退していくことが挙げられている。特に，中等教

育段階 n~[至っては，父母の参加に対する関心は，ほとんど見られないという。つまり，父母のう

ちの大部分が与えられた参加の可能性を活用することに対して，必ずしも十分な関心を抱いていな

いのである。

また，父母は自分の子どもに関係する事柄にしか関心がないということが挙げられている。父母

の関心の中心は，成績評価や進路なと直接自分の子どもにかかわる事柄にあるのであって，学校全

体にかかわる事柄への参加には，父母はあまり関心を示さないのである。

さらに，参加会議の構成員が社会階j富の上位にいる父母に偏っているということも挙げられてい

る。例えば，ギムナジウムでは選ばれた父母代表の中で大学教育を受けた者の占める割合は， 60~ぢ

にものぼる。一方，基幹学校では，選ばれた父母代表のうちで労働者階層の占める割合は，わずか

4 %~こしかすぎない。

また，学校の問題iζ関する情報が十分に与えられていないと感じている父母や生徒が多いことも

問題とされている。これは専門的な問題において，特に顕著lζ見られるという。

乙の他lζ も，学校会議や教員会議など各領域における参加上のi弓題点が挙げられているが，ここ

では省略する。

続いて，最後に結語では次のように述べられている。全体として見れば f学校参加法jは学校

における関係者による協力のための基礎として役立っていることが証明されたが，まだ必ずしも関

係者によって十分に活用されているとは言えない。ただし 「学校参加法」が授業の問題に関して

父母や生徒の参加を認めているという点は画期的であり，父母の関心もとりわけここに集中してい

るのである。また今後，参加によって学校教育が改善されていく上で重要な役割を担うのは，教師

円
/
U

Q
d
 



であり，そのために参加の問題に対する教師への教育活動が期待される。また， i学校参加 Jを

適用するには|有難が伴うことは子想されていた。 控史的に見て長い間の学校と家庭との断絶は，わ

ずか 5年間の「学校参加法」の実施によっては哩まることはないが，全体的に見れば，この 5~l::lm 

lζ得た経ニ!段は、 「学校参加法」によって IT~ しい万向がとられたという結論を正当化していると言え

るものである。報告書は ζ のような結びをもって， i学校参加法」の評価を終えている。

本報告書の評価

ここでは，本報告書:についての筆者の評価を述べることにする。

第ーに，本報告書:は，学校慌督宮庁の得た経験 学校生活lζ関与している諸国体の態度表明，教

師，生徒，父jヨーに対してのtlj]出法による意見調査の結果に基づいて作成されている。したがって，

施行されて 5年が経過した時点での「学校参加法JfC対する関係者の評価や参加上の問題点に関し

て，その概要はつかむことができるが，その評価や問題点がどのような事実に基づいているのかと

いう点については，その詳細な記述がないために，具体的につかむことができないのである。

そ乙で例えば，学校会議における決定事項や出席者数などの具体的なデータが評価とともに織り

込まれていれば，その評価の意義づけが可能になるし，また参加の状況もより明桟に把慢すること

が可能になるのである。したがって， i学校参加法jの経験報告として，どのような経験があった

上での評価なのかとい観点が欠けているという点を指摘したい。

しかし一方，第二に， i学校参加法Jによる新たな参加体制の時立 lとともなって，その 5 年I~，日の

成果を検証し，ある法規の制定実施によって，どのような教育的効果や改善の成果があったかと

いうことを分析し，評価するという，制度実施の効果分析という試みは、日本において教育の改革

を行なう際にも，忘れてはならない基本的な姿勢であるといえる。その意味で，本報告書:の果たす

役割には大きいものがある。新たな参加体制が関係者の間に根付くまでには まだ幾度かの改善を

経なければならないであろうが，こうした地道な手続きを確実にふんでいくことによってのみ，よ

り有効な改善が可能となるのである。この点に関しては 大し 1に学ぶところがあり守またこの点か

本報告書の存在意義の一つでもある。

白i

(1) 例えば、， i学校はいじめなどの問題を学校の中だけで解決しようとする閉鎖的な態度を改め，

家庭と連携を進める必要がある。 J (臨時教育審義会編「教育改革に関する第二次答申 J 大蔵省印

刷局， 1986，p.p.39-40)といった記述が見られる。

(2) 例えば， i学校が家庭や地域社会との連携を一倍深めるためには，学校は....学校教育活動へ

の地域住民の参加を推進することについて検討する必要がある。 J (1教育課程の基準の改善花関

する基本方向について (I~J間まとめ) J f'内外教育」 昭和61:i引0)=:]21日， p. 31 )といった記述

が見られる。
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(3) こうした各国の動向は，次の文献の中に詳しくjZlSべられている。

クラヴス・シュライヒャー編著 村El3昇訳[p家庭と学校の協力 先進八カ国・制みのi会ヒ絞」

サイマノレ出版会， 1981. 

(4) 宮沢俊義編 f'LU:界憲法集第四版」 宕波書応， 1983，p.161 

(5) ブ 1)ートヘノレム・ツプケ，大西部:夫訳 1-，aJj殺と 1-1:1走の教育参加JJ (大西健夫編「現代のドイツ

学校と教育J 三{，華社， 1984，所Jl文)の1:1:1で， [出ドイツ 11)刊における「学校での決定機構」が 3

類型l乙分Jllされており，各州における父母の参加権がまとめられている。

(6) I学校参}JI]法」の条文の全訳が，次の文献の仁j:Jでなされている。

結城忠「西ドイツ，ノルトライン・ヴェストファーレンナト!の『学校fli'jJ立における参加に関する法

学校参加法(Sch M G (全訳)J， ~研究集録 (No. 1 ) c.s 国立教育研究所，

1980 

(7) 1認11は， ノノレトライン・ヴェストアァーレンナ1'1文部省から出されている広報資料にある組織図

をもとに作成したものであり，すでに次の文献の中でも紹介されている。

天野iI治 「西ドイツ教育の詰るもの一一一私の教育の旅--dJ 学文社， 1981 
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